
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

二

九

〇

号

タ
ミ
フ
ル
等
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
に
よ
る
異
常
行
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

大

西

健

介

290



タ
ミ
フ
ル
等
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
に
よ
る
異
常
行
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
の
国
内
発
売
以
降
、
タ
ミ
フ
ル
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
治
療
の
主
力
と
し
て
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が

服
用
し
た
十
代
の
患
者
が
突
然
走
り
出
し
た
り
飛
び
降
り
た
り
し
て
死
亡
す
る
事
故
が
多
発
し
て
、
厚
労
省
は
二
〇
〇
七
年
三

月
、
十
代
へ
の
処
方
を
原
則
中
止
す
る
通
知
を
出
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

タ
ミ
フ
ル
等
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
の
服
用
と
異
常
行
動
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
政
府
の
公
式
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

二

仮
に
、
タ
ミ
フ
ル
等
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
の
服
用
と
異
常
行
動
と
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
は
な
い
と
し
た
場
合
に
、
こ

れ
ま
で
報
告
さ
れ
た
異
常
行
動
の
理
由
は
何
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。

三

仮
に
、
因
果
関
係
が
な
い
と
し
た
場
合
、
政
府
が
十
代
へ
の
処
方
を
原
則
中
止
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い

か
。

四

二
〇
〇
七
年
三
月
以
降
、
タ
ミ
フ
ル
等
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
服
用
後
の
異
常
行
動
は
何
件
報
告
さ
れ
て
い
る
か
。

五

タ
ミ
フ
ル
服
用
後
の
異
常
行
動
に
よ
る
死
亡
事
故
に
つ
い
て
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
へ
の
副
作
用
の

一



救
済
申
請
が
す
べ
て
不
支
給
の
決
定
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

六

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
の
不
支
給
決
定
に
関
し
て
、
不
支
給
と
し
た
理
由
等
審
査
の
内
容
に
つ
い

て
、
当
事
者
で
あ
る
遺
族
に
対
し
て
さ
え
情
報
を
不
開
示
と
す
る
こ
と
は
著
し
く
説
明
責
任
を
欠
き
不
当
で
は
な
い
か
。

七

仮
に
、
タ
ミ
フ
ル
が
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
薬
と
し
て
有
効
だ
と
し
て
も
、
現
に
、
服
用
後
の
異
常
行
動
に
よ
る
事
故
が
起

き
て
い
る
以
上
は
、
薬
に
は
副
作
用
が
つ
き
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
救
済
を
確
実
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

八

厚
生
労
働
省
は
、
タ
ミ
フ
ル
の
十
代
へ
の
処
方
を
解
禁
す
る
か
ど
う
か
最
終
的
な
検
討
を
来
年
度
か
ら
始
め
る
と
聞
い
て

い
る
が
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
体
制
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
行
う
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
し
た
場
合

に
十
代
へ
の
処
方
が
解
禁
と
な
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


